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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絞りしごき加工法で成形された基材が金属の筒型容器であって、胴部側壁が側壁本体部
と開口端近傍の封口部からなり、前記胴部側壁の内周面は略均一半径で軸方向に略ストレ
ートで、外周面は前記封口部が前記側壁本体部から外方に向かって段差面を介して厚肉に
なっており、封口部板厚Ｔｆと側壁本体部板厚Ｔｗとの差が、側壁本体部内径をＤ、前記
封口部の拡管加工時の弾性限界伸び率をα、成形限界伸び率をβとすると、次式
　α・Ｄ／｛２（α＋１）｝≦ (Ｔｆ－Ｔｗ) ≦β・Ｄ／｛２（β＋１）｝・・・（１）
を満たすような関係にあり、
　（Ｔｆ－Ｔｗ）／Ｔｆ≦０．５の場合、前記封口部は外側に向かって１段の段差であり
、（Ｔｆ－Ｔｗ）／Ｔｆ＞０．５の場合、前記封口部は外側に向かって２段の段差である
ことを特徴とする筒型容器。
【請求項２】
　前記筒型容器は基材が鉄の電池缶であって、側壁本体部内径Ｄが１３～４０ｍｍである
ことを特徴とする請求項１に記載の筒型容器。
【請求項３】
　基材が金属の絞り成形されたカップを絞りしごき加工により筒型容器を成形する筒型容
器の成形方法であって、前記カップを絞りしごき加工するパンチの加工外周面が、側壁本
体部成形面と封口部成形面とからなり、前記側壁本体部成形面の外径が前記封口部成形面
の外径よりも径大で、且つ前記側壁本体部成形面と前記封口部成形面との連接部がテーパ
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ー状段差面に形成されてなり、該パンチとダイスにより前記カップを絞りしごき成形して
、側壁本体部と該側壁本体部の上方内周面からテーパー段差面を介して内側に凸の厚肉に
なっている封口部を有する筒型容器中間体を形成し、ストリッピング時に該筒型容器中間
体の前記封口部に前記パンチにより拡管率が弾性限界伸び率以上で且つ成形限界伸び率範
囲内の拡管作用を与えることにより、前記封口部を外方に向かって塑性変形させ内周面は
ストレートで外周面は外側に向かって凸の板厚になっている封口部を有する筒型容器を得
ることを特徴とする筒型容器の製造方法。
【請求項４】
　前記パンチの封口部成形面の外径Ｄｂは、側壁本体部成形面の外径Ｄａに対して次の関
係にあることを特徴とする請求項３に記載の筒型容器の製造方法。
　　{Ｄａ／（１＋β）}≦Ｄｂ≦{Ｄａ／（１＋α）}
　但し、αは前記筒型容器中間体の封口部の拡管加工時の弾性限界伸び率であり、βは成
形限界伸び率であり、Ｄａは成形する筒型容器の内径と等しい。
【請求項５】
　前記筒型容器の前記側壁本体部の板厚をＴｗ、前記封口部の板厚をＴｆとすると、（Ｔ
ｆ－Ｔｗ）／Ｔｆ≦０．５の場合は前記パンチの封口部成形面は前記側壁本体部形成面よ
り１段の段差で径小に形成し、（Ｔｆ－Ｔｗ）／Ｔｆ＞０．５の場合は２段の段差で径小
に形成し、前記カップ側壁のしごき工程においてしごき率が５０％以内となるようにした
ことを特徴とする請求項４に記載の筒型容器の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、筒型容器とその製造方法、特に電池缶に好適な筒型容器とその製造方法に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電池の外層缶は、鉄を基材とする基板を絞り成形して得たカップをさらにダイス
とパンチにより絞りしごき成形加工して側壁部が薄肉の缶体を得ているが、近年リチウム
イオン電池等の高エネルギー密度・高密封性電池用の小型・軽量の電池缶が求められてい
る。そのため、側壁部はより一層の薄肉化が求められているが、側壁部を薄肉にした場合
、開口端部近傍の側壁（以下、封口部という）の強度が弱くなり、十分な密封強度が得ら
れなくなるという問題点がある。その問題点を解決するために、絞りしごき加工に際して
パンチの封口部成形面の外径を側壁本体部成形面の外径よりも小径にすることによって、
胴部側壁の封口部を側壁本体部（本明細書では以下胴部側壁の前記封口部を除いた部分を
側壁本体部と称する）よりも内側に向かって厚肉して、封口部の強度を確保した電池缶が
提案されている（例えば特許文献１、２参照）。
【０００３】
　しかしながら、上記提案されている電池缶は、胴部側壁の内径は、封口部は小さく側壁
本体部で大きくなっているため、電池缶内に極板等を収納する際に封口部に接触して損傷
をしやすいという問題と共に、缶内に収容する収容物の大きさは封口部の直径に拘束され
るので、その分容積率を低下させる問題がある。そこで、その問題を解決するために、封
口部の厚肉部を外側に向かって凸の板厚とし、内側は封口部から底壁に達するまで同径に
して軸方向にストレートにした電池缶が提案されている（特許文献３参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平５－８９８６１号公報
【特許文献２】特開２００７－３２９０８０号公報
【特許文献３】特開２００７－２７０４６号公報
【発明の概要】



(3) JP 4835883 B2 2011.12.14

10

20

30

40

50

【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　前記特許文献３に提案されている電池缶の製造方法は、前記引用文献１、２に示すよう
な方法で側壁の封口部が内側に向かって厚肉となっている缶体を得、該缶体をさらに、薄
肉部となっている側壁本体部の内径と同径の凸部を有する拡管パンチによって封口部を拡
管加工することによって、封口部の内側に向かって凸になっている厚肉部を外側に向かっ
て凸の厚肉状態に変化させて、封口部から底壁にかけて内径が同寸法となるように加工す
る工程を経て製造している。そのため、その製造工程は、缶の絞りしごき工程のほかに、
さらに拡管パンチによる拡管工程を必要とし、その分製造効率が低下すると共に付加設備
を必要として設備コストが増大する等の問題点がある。さらに、拡管工程では外周部に凸
部を有する拡管パンチを絞りしごき成形された缶体に挿入して軸荷重を付加することによ
り、缶体の内側に凸となっている部分を外側に向けて凸となるように成形するため、側壁
本体部に強い軸荷重が作用し、薄肉となっている側壁本体部がそれに耐え得る強度を有し
ないと座屈を起こしてしまう恐れがある。そのため、側壁本体部の板厚を一定以上確保す
る必要があり、側壁本体部の板厚低減におのずから多大な制限を受けるという問題点もあ
る。そのため、側壁本体部をより薄肉化して軽量化を図ると共に、低コストで且つ製造ラ
インの高速化を図るという要求に対して未だ満足するに至っていない。
【０００６】
　そこで、本発明は、上記問題点を解決しようとするものであり、絞りしごき加工により
形成される缶体において、封口部の十分な封口強度を確保しながら、側壁本体部のより一
層の薄肉化を可能にし、且つ封口部内周面が側壁本体部内周面と略同径の内周面を確保し
て内容物の収納を容易にすると共に容積率を高めることができ、しかも製造も容易で特別
な工程や設備を必要とすることなく電池缶等に好適な缶を製造することができる筒型容器
及びその製造方法を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者は、側壁本体部の板厚をより薄肉化し且つ封口部の強度を高めるための手段と
して、絞りしごき加工により封口部を内側に向かって突出させて側壁本体部より板厚に成
形したものを、封口強度を維持しつつ内容物の易収納性と収納効率の向上のために逆に外
側に向かって突出させる加工方法として、従来の後工程での拡管パンチによる軸荷重付加
による成形に代えて、軸荷重を付加しないで達成できれば側壁本体部が当該加工のために
座屈を起こす恐れがなくなり、より薄肉化が可能となり、電池缶に対する近年特に要求が
高まってきている小型化（薄肉軽量化）と封口強度の向上を共に満たすことができると着
想して、鋭意研究と実験を繰り返した結果、次の事実が判明した。
【０００８】
　従来のパンチとダイスによる絞りしごき加工による封口部を内側に向かって凸の厚肉部
を形成する場合、絞りしごき加工後のストリッピングにおいてパンチの径大部である側壁
本体部成形面が成形後の胴壁の径小部である封口部から抜けることを可能にするために、
封口部の弾性変形可能な範囲内で厚肉部を形成している。つまり、ストリッピング時には
封口部に対しては拡管加工となるが、拡管率が大き過ぎるとひび割れ等の破胴が生じるた
め、弾性変形範囲で行なっている。しかしながら、本発明者の実験によれば側壁本体部の
板厚と封口部の板厚の差がある一定条件の範囲内であれば、弾性域を超えての拡管加工が
可能となり、その結果ストリッピング時に封口部が外側に塑性変形し、ストリッピング後
も戻らずに外側に向かって板厚部となることが判明した。従って、その方法を利用するこ
とにより、特別な拡管パンチにより拡管成形工程を設けることなく、缶胴の絞りしごき加
工後のストリッピングのみによって、外側に向かって凸の厚肉となっている封口部の成形
が可能となることを見出し本発明に到達したものである。
【０００９】
　即ち、本発明の筒型容器は、絞りしごき加工法で成形された基材が金属の筒型容器であ
って、缶胴側壁が側壁本体部と封口部からなり、前記缶胴側壁の内周面は略均一半径で軸
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方向に略ストレートで、外周面は前記封口部が側壁本体部から外方に向かって段差面を介
して厚肉になっている筒型容器において、前記側壁本体部の内径をＤ、前記封口部の拡管
加工時の弾性限界伸び率をα、成形限界伸び率をβとすると、封口部の板厚Ｔｆと側壁本
体部の板厚Ｔｗとの差が、次式
　α・Ｄ／｛２（α＋１）｝≦ (Ｔｆ－Ｔｗ) ≦β・Ｄ／｛２（β＋１）｝・・・（１）
を満たすような関係にあることを特徴とするものである。
【００１０】
　封口部の板厚Ｔｆと側壁本体部の板厚Ｔｗとの差が上記関係式を満たす場合にはじめて
、後加工によらないで、絞りしごき加工後のストリッピング時のパンチによる拡管作用の
みで封口部が割れを発生させることなく塑性変形し、最大Ｔｆ－Ｔｗ量だけ外側に凸状態
に拡管状態を維持して、軽量化、容積率の向上、内径均一の筒型容器が得られる。本発明
の筒型容器の基材は、鉄に限らず、アルミニウム、銅、又はそれらの合金、あるいはめっ
き等皮膜処理したもの等必要に応じて任意の金属材料が採用できる。例えば、電池缶とし
ては、基材としてＮｉメッキ鋼板が好適に採用できる。また、本発明の筒型容器は、電池
缶に限らず、飲料缶やその他の用途の容器にも適用可能である。
【００１１】
　本発明の前記筒型容器は、基本的な形態として、側壁本体部の直径が１３～４０ｍｍで
、たとえば直径が４０ｍｍの場合には、封口部の板厚Ｔｆと側壁本体部の板厚Ｔｗとの差
が、０．１ｍｍ≦Ｔｆ－Ｔｗ≦０．５ｍｍであり、内径がほぼストレートで、前記封口部
は外側に向かって板厚が厚くなっている電池缶として構成できる。
【００１２】
　本発明の筒状容器は、（Ｔｆ－Ｔｗ）／Ｔｆ≦０．５の場合、前記封口部は外側に向か
って１段段差であり、（Ｔｆ－Ｔｗ）／Ｔｆ＞０．５の場合、前記封口部は外側に向かっ
て２段段差であることが望ましい。（Ｔｆ－Ｔｗ）／Ｔｆ≦０．５の場合、１段段差でも
良好に成形できるが、（Ｔｆ－Ｔｗ）／Ｔｆ＞０．５の場合、１段段差であるとしごき率
が限界しごき率を超えて破胴する恐れがあるので、２段段差にすることによって、最大し
ごき率を低減でき、より成形が容易で且つ側壁本体部のより薄肉化を図ることができる筒
状容器を実現できる。
【００１３】
　上記筒状容器を製造する本発明に係る筒状容器の製造方法は、基材が金属の絞り成形さ
れたカップを絞りしごき加工により成形する筒型容器の成形方法であって、前記カップを
絞りしごき加工するパンチの加工外周面が、側壁本体部成形面と封口部成形面とからなり
、前記側壁本体部成形面の外径が前記封口部成形面の外径よりも径大で、且つ前記側壁本
体部成形面と前記封口部成形面との連接部がテーパー状段差面に形成されており、該パン
チとダイスにより前記カップを絞りしごき成形して、側壁本体部と該側壁本体部の上方内
周面からテーパー段差面を介して内側に凸の厚肉になっている封口部を有する筒型容器中
間体を形成し、ストリッピング時に該筒型容器中間体の前記封口部に前記パンチにより拡
管率が弾性限界伸び率以上で且つ成形限界伸び率範囲内の拡管作用を与えることにより、
前記封口部を外方に向かって塑性変形させ内周面が略ストレートで外周面は外側に向かっ
て凸の板厚になっている封口部を有する筒型容器を得ることを特徴とするものである。
【００１４】
　本発明の前記筒型容器の製造方法は、前記パンチの側壁本体部成形面の外径Ｄａと封口
部成形面の外径Ｄｂとすると、封口部成形面の外径Ｄｂは側壁本体部成形面の外径Ｄａに
対して次の関係にあることによって、より確実に達成できる。
　　{Ｄａ／（１＋β）}≦Ｄｂ≦{Ｄａ／（１＋α）}
　但し、αは前記筒型容器中間体の封口部の拡管加工時の弾性限界伸び率であり、βは成
形限界伸び率であり、Ｄａは成形する筒型容器の内径Ｄと等しい。
　そして、本発明の製造方法は、前記筒型容器の前記側壁本体部の板厚をＴｗ、前記封口
部の板厚をＴｆとすると、（Ｔｆ－Ｔｗ）／Ｔｆ≦０．５の場合は前記パンチの封口部成
形面は前記側壁本体部形成面より１段の段差で径小に形成し、（Ｔｆ－Ｔｗ）／Ｔｆ＞０
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．５の場合は２段の段差で径小に形成し、前記カップ側壁のしごき工程においてしごき率
が５０％以内となるようにすることによって、絞りしごき成形加工時に胴部に破胴が生じ
ることなく、より薄肉で且つ径小な筒状容器を製造することができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の筒型容器及びその製造方法によれば、絞りしごき加工により形成される筒型容
器において、封口部の十分な封口強度を確保しながら、側壁本体部のより一層の薄肉化を
可能にし、且つ封口部内周面が側壁本体部内周面と略同径の内周面を確保することができ
、内容物の収納を容易にすると共に容積率を高めることができ、しかも製造も容易で特別
な工程や設備を必要とすることなく電池缶等に好適な筒状容器を得ることができる。
【００１６】
　特に本発明の筒型容器及びその製造方法によれば、絞りしごき後のストリッピングの工
程で、直接封口部を外側に凸状態に塑性変形させるので、従来のような封口部の拡管のた
めに拡管パンチによる拡管工程を必要としない。そのため、余分な工程を必要とすること
なく工程を単純化できると共に、拡管のために側壁本体部に圧縮荷重が作用することがな
いので、側壁本体のより薄肉化が可能となり、一段と薄肉で高容積率に優れた小型で密封
性に優れた電池缶等の筒型容器を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施形態に係る筒型容器の正面断面図である。
【図２】（ａ）～（ｄ）は本発明の実施形態に係る筒型容器の筒型容器中間体までの製造
工程（絞りしごき工程）を示す断面図である。
【図３】（ａ）～（ｃ）は図２の工程に続き、筒型容器中間体から筒型容器を得る工程（
ストリッピング工程）を示す断面図である。
【図４】本発明の他の実施形態に係る筒型容器の正面断面図である。
【図５】（ａ）～（ｄ）は図４に示す筒型容器の筒型容器中間体までの製造工程（絞りし
ごき工程）を示す断面図である。
【図６】（ａ）～（ｃ）は図５の工程に続き、筒型容器中間体から筒型容器を得る工程（
ストリッピング工程）を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施形態に係る筒型容器及びその製造方法を図面に基づき詳細に説明す
る。
　図１は、本発明の実施形態に係る筒型容器１を示し、ニッケルめっき鋼板を基材として
、後述する絞りしごき成形加工により得られたものであって、底壁２と胴部側壁３とから
なり、上端が開口した円筒容器となっており、本実施形態では電池缶として形成されてい
る。胴部側壁３は、板厚がＴｗの側壁本体部４と板厚がＴｆの封口部５とからなり、内周
面は開口端から底壁２に達するまで略ストレートとなっているが、外周面は封口部５が外
側に向けて突出して厚肉部となっており、薄肉の側壁本体部との間がテーパー面６となっ
ている。本実施形態の筒型容器は、直径が１３ｍｍ～４０ｍｍの範囲であり、一次電池又
は二次電池の外装缶として採用可能である。
【００１９】
　本実施形態の筒型容器は、以上のような形状にすることによって、電池缶への極板等の
内装品の挿入を容易にすると共に容積率を高めることができ、且つ側壁本体部を薄肉にし
ても封口部の強度を保つ缶が得られる。しかしながら、そのような封口部が外側に凸形状
の缶体を直接カップから絞りしごき加工により得ることは困難であるが、本発明では、下
記に示すような側壁本体部の板厚Ｔｗと封口部の板厚Ｔｆとの関係が一定の条件を満たす
封口部が内側に凸の筒型容器中間体を絞りしごき加工により得て、それをパンチのストリ
ッピング時に封口部に塑性変形を与えることによって、簡単に得ることができたものであ
る。
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【００２０】
　即ち、側壁本体部の板厚Ｔｗと封口部側壁の板厚Ｔｆとの関係は、後述する絞りしごき
工程後のストリッピングによる封口部の拡管率が弾性変形域を超えて塑性変形を起こし、
且つ封口部の成形限界伸び範囲内であることが重要である。拡管率が弾性限界範囲内であ
ると、ストリッピング後にスプリングバックによって封口部が内側に戻り、内側方向に凸
の状態を解消することができない。したがって、封口部のストリッピングによる拡管は弾
性変形以上であり、塑性変形の比率が大きいことが望ましく、完全に塑性変形することに
よって内周面が軸方向に完全にストレートな缶が得られることが望ましいが、若干のスプ
リングバックはどうしても残留する。
【００２１】
　一方、ストリッピングによる封口部の拡管率が成形限界伸びの範囲を超えると、ストリ
ッピング時に封口部周壁に割れが発生する不都合が生じ、良好な缶体を得ることはできな
い。したがって、上記条件を満たす筒状容器を得るためには、第１の条件として封口部の
ストリッピングによる拡管率が弾性変形域を超えること即ち弾性限界伸び率αを超えるこ
と、第２の条件として、拡管に際して拡管率が成形限界伸び率βを超えないことである。
そこで、上記条件を満たすための側壁本体部板厚をＴｗとし、側壁本体部内径をＤ、封口
部板厚をＴｆとした場合、Ｔｆ－Ｔｗは次式（１）を満たす範囲でなければならない。
　α・Ｄ／｛２（α＋１）｝≦ (Ｔｆ－Ｔｗ) ≦β・Ｄ／｛２（β＋１）｝・・・（１）
　上記式において、(Ｔｆ－Ｔｗ)の値が左辺値に近づく程、ストリッピング終了後の弾性
変形による戻り率が多くなり、右辺値に近づく程塑性変形率が高くなる。
【００２２】
　上記弾性限界伸び率α及び成形限界伸び率βは、材質及び缶胴径等によって相違するが
、本発明者が種々実験した結果、鉄系の缶の場合、塑性変形させると、約０．２％の弾性
回復が起こる。従って明確な永久変形を得るには、最低でも加工率０．２％以上の歪みを
与える必要がある。本件では、略０．５％程度の変形を与えることを前提とする。即ち弾
性限界伸び率αを０．５％とする。さらに鉄系の缶の場合、絞りしごき加工後の缶胴は、
加工硬化が激しく、高々２～３％程度の伸び率しか得られない。従って本件では、安全を
みて成形限界伸び率βを２．５％と定めた。成形限界伸び率βを２．５％とすると、缶胴
径Ｄが４０ｍｍである場合、上記数式１により（Ｔｆ－Ｔｗ）≦０．５ｍｍの範囲内であ
れば、成形限界伸びを超えないで封口部を塑性変形させることが可能ある。一方、封口部
に塑性変形を与えるためには、０．１≦（Ｔｆ－Ｔｗ）でなければならない。よって、封
口部が成形限界を超えないで、外側に凸状態に塑性変形させるためには、０．１ｍｍ≦（
Ｔｆ－Ｔｗ）≦０．５ｍｍでなければならない。
【００２３】
　次に、以上のような本実施形態に係る筒型容器の製造方法を、図２～図３により説明す
る。図２は絞りしごき工程の模式図、図３は絞りしごき工程後のストリッピング工程の模
式図である。図２において、（ａ）パンチ２０とカップ１０の断面を示し、（ｂ）は１回
目のしごき工程を、（ｃ）は２回目のしごき工程を（ｄ）はしごき加工終了後の状態を、
各工程ごとの断面として示している。
　しごき加工するための本実施形態で使用するパンチ２０は、径大の側壁本体部成形面２
１とそれよりも径小の封口部成形面２２を有し、側壁本体部成形面２１と封口部成形面２
２との間はテーパー面２３の段差となっている。側壁本体部成形面２１の直径Ｄａ、封口
部成形面２２の直径をＤｂとすると、Ｄａ－Ｄｂ＝２（Ｔｆ－Ｔｗ）となる関係に形成さ
れている。Ｔｆは図１に示す目的とする筒型容器の封口部５の板厚であり、Ｔｗは側壁本
体部４の板厚である。つまりパンチの側壁本体部成形面２１の半径は、封口部の板厚と側
壁本体部の板厚との差に相当する量だけ、封口部形成面より大きくなっている。Ｔｆ－Ｔ
ｗは、後述するように封口部の拡管量であり、該拡管量が弾性変形域を超えて塑性変形域
に達し、且つ成形限界伸びを超えない範囲に設定されている。
【００２４】
　上記形状のパンチより、前工程で金属板の基材から絞り成形して得られたカップ１０を
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ダイス（図示してない）とパンチ２０によりしごき成形するが、本実施形態では内径の相
違するダイスを２段に配置し、２段階でしごき加工を行なっている。なお、以下の説明に
おいて、筒型容器の加工時の寸法を一次しごき加工で形成される部分には添え字１を付し
、同様に２次しごき加工、３次しごき加工によって形成される部分には、それぞれ添え字
２、３を付している。そして、最終的に得られた筒型容器の寸法には添え字は付していな
い。
【００２５】
　絞りしごき工程では、周壁部１２の板厚Ｔｄ、底壁１１の板厚Ｔｏのカップ１０をまず
１段目のダイスとパンチ２０の側壁本体部成形面２１により周壁部の板厚がＴｗ１になる
まで、第１次しごき加工を行なう。次いで２段目のダイスとパンチ２０により最後までし
ごき加工を行なうことによって、側壁本体部成形面２１により板厚Ｔｗ２の側壁本体部４

２を形成し、パンチの径小部である封口部成形面２２に圧接する部分は板厚Ｔｆ２の封口
部５２が形成される。以上の２段しごきにより、側壁本体部４２の板厚がＴｗ＝Ｔｗ２で
拡管部が内側に（Ｔｆ２－Ｔｗ２）だけ凸の板厚Ｔｆ２（＝Ｔｆ）の封口部５２を有する
筒型容器中間体１５が形成された状態となり、絞りしごき加工が終了する。この状態を図
２（ｄ）に模式的に示している。
【００２６】
　次いで、この状態から図３に示すように、パンチ２０が復帰することによって、ストリ
ッピングが行なわれるが、筒型容器中間体１５は図示しないストリッパー爪によって上方
への移動が拘束されて、パンチ２０のみが上方（抜け方向）に移動することによって、筒
型容器中間体１５の拡管部５２の内側の凸の部分がパンチのテーパー面２３に圧接して拡
管加工されて、図３（ｂ）に示すように封口部５２は次第に材料が外方に移動して、外方
に（Ｔｆ２－Ｔｗ２）の厚さだけ凸になっている状態に変化する。前述したようにストリ
ッピング時のパンチによる封口部の拡管は弾性限界伸び率を超えて且つ成形限界伸び率の
範囲内で行なわれるので、ストリッピングが完全に終了しても理想的には封口部は塑性変
形して完全に元の状態に戻らず、図３（ｃ）に示すように、内周面は略ストレートで封口
部は外側に向けて凸に板厚になっている胴部側壁板厚Ｔｗ（＝Ｔｗ２）、封口部板厚Ｔｆ
（＝Ｔｆ２）の筒型容器１を得ることができる。したがって、本実施形態によれば、絞り
しごき成形加工後に行うストリッピングだけで上記形状の筒型容器１を得ることができる
。
【００２７】
　上記のストリッピング時における筒型容器中間体１５の封口部５２が塑性変形し且つ割
れを発生することなく、良好に図１に示すような筒型容器を成形するためには、パンチ２
０の形状は次の条件を満たさなければならない。
　即ち、図３の（ａ）の状態において、パンチが上昇することによって、筒型容器中間体
の封口部５２は内径がＤになるまで拡管作用を受けるので、拡管率は２（Ｔｆ２－Ｔｗ２

）／｛Ｄ－２（Ｔｆ２－Ｔｗ２）｝×１００となる。そして、弾性限界率α以上で且つ成
形限界伸び率βの範囲内でなければならないので、
α≦２（Ｔｆ２－Ｔｗ２）／｛Ｄ－２（Ｔｆ２－Ｔｗ２）｝≦βである。従って、パンチ
の封口部成形面の直径Ｄｂは
{Ｄａ／（１＋β）}≦Ｄｂ≦{Ｄａ／（１＋α）}を満足しなければならない。ここで、Ｄ
ａは得られる筒型容器の内径Ｄと等しいから、結局
{Ｄ／（１＋β）}≦Ｄｂ≦{Ｄ／（１＋α）}によって規定される。
【００２８】
　図４は、本発明の他の実施形態に係る筒型容器３０を示し、図１に示す実施形態の筒型
容器１では、封口部５の板厚を外側に１段凸の段差で厚く形成しているが、本実施形態で
は封口部３５を３５ａ、３５ｂと２段段差に形成することによって、最大しごき率を低減
できて、胴部壁のより薄肉化を可能にしたものである。本発明者の実験によれば、鉄を基
材とする筒型容器の場合、しごき工程でしごき率が５２％を超えると破胴が発生しやすく
なった。したがって、通常、封口部と側壁本体との段差は１段段差でよいが、（Ｔｆｂ－
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Ｔｗ）／Ｔｆｂ＞０．５であると、２段段差が好ましい。２段段差の場合、最大しごき率
を５０％以下に軽減でき、良好な成形が可能となる。封口部を２段段差にすることによっ
て、側壁本体を薄くできる。したがって、その場合パンチは、筒型容器の側壁本体部の板
厚をＴｗ、前記封口部の板厚をＴｆとすると、（Ｔｆ－Ｔｗ）／Ｔｆ≦０．５の場合はパ
ンチの封口部成形面は側壁本体部形成面より１段の段差で径小に形成し、（Ｔｆ－Ｔｗ）
／Ｔｆ＞０．５の場合は２段の段差で径小に形成し、前記カップ側壁のしごき工程におい
てしごき率が５０％以内となるようにする。
【００２９】
　図５は、封口部が２段段差に形成されている筒型容器３０の製造工程におけるしごき加
工により筒型容器中間体３７を得る工程を示している。その場合のパンチ４０は、外径Ｄ
ａの側壁本体部成形面４１の上端に形成された封口部成形面４２が２段に形成されている
。即ち、側壁本体部成形面４１の上端から第１テーパー面４４を介して外径Ｄｂ’の第１
段目の封口部成形面４２ａが形成され、さらに内側に傾斜のテーパー面４５を介して外径
Ｄｂの第２段目の封口部成形面４２ｂが形成されている。
【００３０】
　その場合、絞り成形されたカップの側壁のしごき加工は図５（ａ）～図５（ｃ）に示す
ように３回行ない、１次しごき加工は側壁本体部成形面の途中に達するまで行い、２次し
ごき加工は第１段目の封口部成形面４２ａの途中に達するまで行い、３次しごき加工は第
２段目の封口部成形面４２ｂに達する最後まで行なう。上記しごき工程において、絞り成
形されたカップの側壁の板厚をＴｄとすると、１次しごきでは、側壁本体部成形面で板厚
がＴｗ１になるまで行い、ついで２次しごきで側壁本体部成形面で側壁本体部の板厚がＴ
ｗ２、第１段目の封口部成形面４２ａで封口部が板厚Ｔｆ２に達するまで行い、３次しご
きで側壁本体部成形面で側壁本体部の板厚がＴｗ３、第１段目の封口部成形面４２ａで一
段目の封口部板厚Ｔｆ３’、第２段目封口部成形面４２ｂで２段目封口部板厚がＴｆ３と
なるまでしごき加工を行なう。したがって、各工程での最大しごき率は、１次しごきでは
（Ｔｄ－Ｔｗ１）／Ｔｄ×１００、２次しごきでは（Ｔｗ１－Ｔｗ２）／Ｔｗ１×１００
、３次しごきでは（Ｔｗ２－Ｔｗ３）／Ｔｗ２×１００となるが、本実施形態では、それ
ぞれの最大しごき率が５０％以下となるように、前記パンチの側壁本体部成形面４１、第
１段目の封口部成形面４２ａ、第２断面の封口部成形面４２ｂの外径をそれぞれ採用して
いる。図６は、図５に示すしごき加工後のストリッピングによって、図４に示す筒状容器
３０を得る工程を示すが、基本的には２段の段差を有する以外は図３と同様であるので、
符号のみ付し、詳細な説明は省略する。
【実施例】
【００３１】
　実施例１：
　基材がＮｉメッキ鋼板からなる絞りカップより、外径１８ｍｍ、高さ６５ｍｍの筒型電
池容器を得る目標で、目標値が同寸法の筒型容器中間体を得るように、封口部成形面が２
段段差となっているパンチを用いて、図５に示すようにして、封口部が２段段差となって
いて、内側に向かって凸になっている筒型容器中間体を成形した。そのときの成形条件は
表１に示す通りである。
【００３２】
　実施例２：
　基材がＮｉメッキ鋼板からなる絞りカップより、外径３２ｍｍ、高さ１２０ｍｍの筒型
電池容器を得る目標で、目標値が同寸法の筒型容器中間体を得るように、封口部成形面が
１段段差となっているパンチを用いて、図２に示すようにして、封口部が２段段差となっ
ていて、内側に向かって凸になっている筒型容器中間体を成形した。そのときの成形条件
は表１に示す通りである。
【００３３】
　比較例：
　実施例と同様に基材がＮｉメッキ鋼板からなる絞りカップより、外径１８ｍｍ、高さ６
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１回しごき加工して、封口部が外側に１段段差となっていて、内側に向かって凸になって
いる筒型容器中間体を成形した。そのときの成形条件を実施例１、２と共に表１に示す。
【００３４】
【表１】

【００３５】
　実施例１と比較例の目標封口部板厚は、同じ０．２６ｍｍであるが、比較例では封口部
が１段段差に形成されて２段しごきによって行なわれ、実施例１では２段段差に形成され
て３段しごきによって行なった。その結果、比較例では２回目のしごきでの最大しごき率
が５１．９％となり、限界しごき率を超えてしまい、破胴が生じ、良好なものが得られな
かった。これに対して、実施例１では２段段差にして３回しごきを行なった結果、最大し
ごき率は３８．１％に低減でき、破胴を生じることなく、良好にしごき加工ができた。ま
た、実施例２は、筒型容器中間体のしごき加工では、拡管率が小さく最大しごき率も５０
％以下であるので、１段段差のパンチにより２回しごき加工で、破胴が発生することなく
良好な筒状電池容器中間体が得られた。
【００３６】
　次に、前記実施例１、２で絞りしごきによって得られた絞りしごき加工が終わった状態
の筒型容器中間体からストリッピングにより、パンチの側壁本体部成形面で直接封口部の
拡管加工を行なって、実施例１、２の筒型電池容器を得た。そのときの加工データを表２
に示す。
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【表２】

【００３７】
　実施例１、２ともしごき加工後の筒型容器中間体から、ストリッピング工程でパンチを
強制的に抜くことにより、前記内側に凸状態の封口部は外側に凸状態に変位した。そして
、封口部の内径は、完全な拡管状態から直径に対して０．２％程度のスプリングバックが
あり、実施例１では約０．０４ｍｍ、実施例２では０．０６ｍｍ、即ち、内段差が実施例
１では０．０２ｍｍ、実施例２では０．０３ｍｍがあったが、塑性変形を維持し、且つ割
れ等も発生することなくほぼ目標とする電池缶を得ることができ、本発明の有用性が確認
できた。
【産業上の利用可能性】
【００３８】
　本発明の筒型容器及びその製造方法によれば、十分な封口強度を確保しながら側壁本体
部のより一層の薄肉化を可能にし、且つ封口部内周面が側壁本体部内周面と略同径の内周
面を確保できる筒型容器を得ることができ、しかも特別な工程や設備を必要とすることな
く容易に製造できるので、密封強度と小型・軽量化が要求される電池容器をはじめ種々の
内容物の充填容器に好適に利用でき、産業上の利用可能性が高い。
【符号の説明】
【００３９】
　１、３０　　　　　筒型容器
　２、３２　　　　　底壁
　３　　　　　　　　胴部側壁
　４、３４　　　　　側壁本体部
　５、３５　　　　　封口部
　６　　　　　　　　テーパー面
　１０　　　　　　　カップ
　１１　　　　　　　カップ底壁
　１２　　　　　　　側壁
　１５、３７　　　　筒型容器中間体
　２０、４０　　　　パンチ
　２１、４１　　　　側壁本体部成形面
　２２、４２　　　　封口部成形面
　２３、４４、４５　テーパー面
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